
ゲートボール場のご利用方法についてゲートボール場のご利用方法について
令和7年4月1日より、スポーツパーク西川ゲートボール場においてのご利用方法につ
いて一部変更があり、利用出来る競技種目は下記のみとなります。

スポーツパーク西川

【ゲートボール】…本来の競技内容において特別な制限なし
【モルック】…本来の競技内容において特別な制限なし
【野球】…基礎トレーニングでのご利用のみ可能
・バッティング練習はプラスチック製及び芯紙にガムテープ巻の手製ボールのみ
　使用可能。その際は倉庫引き戸の窓ガラス保護の為、専用の保護板を必ず設置し
　ご利用ください（軟式ボールの使用禁止※窓ガラス及びシャッター破損防止の為）
・バットの使用は素振り程度なら可能。
・過度なベースランニング禁止（グリーンコート保護の為）

【ご利用時の注意点について】
・固定のゲート用の目印マーカーピンのつまずきにご注意ください
・スパイクシューズ使用禁止
・施設破損の場合、修理代はご利用者様ご負担となります
・これまでキャッチボールでのみ使用を許可していた軟式ボールも、
　協議の結果、令和7年4月1日より使用禁止とさせていただきます。
　施設保護及び安全性の為、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。


